
第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 
９月30日
３月31日 

１単元の株式数 当社は単元株制度を採用しておりません。

単元未満株式の買取り －  

公告掲載方法 

当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事
由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新
聞に掲載して行う。 
 なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次
のとおりです。 
  URL:http://www.kddi.com/corporate/index.html 

株主に対する特典 該当事項はありません。
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